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５－１４  消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）  

 

１  設置方法等  

⑴  火災通報装置は、防災センター等の、操作上支障のない位置に

設置すること。  

⑵  防災センター等が複数ある場合は、原則として主たる防災セン

ター等に火災通報装置を設置し、それ以外の防災センター等には

遠隔起動装置を設置すること。  

  なお、病院及び福祉施設等で夜間に勤務者が存するナースセン

ター等には、遠隔起動装置を設置すること。  

⑶  一の防火対象物に火災通報装置設置義務対象物の部分（以下「

設置対象部分」）が２以上あり、その管理について権原が分かれ

ている場合は、一の管理権原ごとの対象物の部分に火災通報装置

を設置すること。ただし、当該防火対象物全体を管理する防災セ

ンター等がある場合は、当該防災センター等に火災通報装置本体

を設置し、それぞれの設置対象部分に火災通報装置に接続される

遠隔起動装置を設置すること。  

⑷  起動装置は、床面から概ね０．８ｍ以上、１．５ｍ以下の位置

に設けること。  

⑸  起動装置は、壁又は防災卓等に固定すること。  

⑹  遠隔起動装置を設ける場合は、火災通報装置を設けた場所との

間で相互通話ができる装置を備えること。  

⑺  火災通報装置から遠隔起動装置までの配線は、規則第１２条第

１項第５号の規定によること。  

⑻  火災通報装置の電源は、分電盤から専用回路とするとともに、

分電盤内の配線用遮断器の見やすい位置に「火災通報装置専用」

である旨の表示をすること。  

⑼  規則第２５条第３項第５号に掲げる防火対象物に設置する火災

通報装置は、自動火災報知設備の作動と連動して起動すること。  

⑽  火災通報装置は、認定品又は「火災通報装置の基準」（平成８

年消防庁告示第１号。以下「告示１号」という）に適合するもの

とすること。  

⑾  火災通報装置の音声メッセージは下記ア～エによること。  
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ア  住所は津市からとすること。  

イ  防火対象物名称は、正式名称とし、２回繰り返すこと。  

ウ  メッセージ内の電話番号は、建物の代表電話番号とすること。  

エ  電話番号は、市外局番「０５９」からとすること。  

⑿  電話回線を１１０番非常通報装置（警察機関への通報装置）と

兼用する場合で、火災通報装置からの通報が最優先にならない場

合は、基準に適合しないため、火災通報装置は自主設置扱いとす

る。この場合、消防機関へ常時通報することができる固定電話を

設置すること。  

⒀  規則第２５条第３項第５号に掲げる防火対象物以外で、津市火

災予防事務処理要領（平成１８年１月１日消防本部訓第２９号）

第１７条の規定に基づき火災通報装置を、自動火災報知設備の作

動と連動して起動させる場合は、同要領第１７条第４項の規定に

より、消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）への自

動火災報知設備連動承認申請書を提出すること。  

２  火災通報装置を接続することができる電気通信回線  

⑴  アナログ回線又はデジタル回線  

火災通報装置を接続することができる電気通信回線設備は西日

本電信電話会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）の設置する電

子通信回線設備のうち、次に定めるアナログ回線又はデジタル回

線とするとともに、電気通信事業法に定める指定電気通信設備に

該当する交換機等で他の回線と代表群を形成しないものであるこ

と。  

ただし、告示１号第２・１の２に定める特定火災通報装置につ

いては、アナログ回線とすること。  

 （注）代表群とは一般に「代表取扱」といわれる機能であり、代表

群はアナログ回線又はデジタル回線を混在して形成することが

できる。したがって、消防機関からの呼返しを確実に火災通報

装置の送受話器等に伝達させる必要があるため、火災通報装置

の接続されている回線は代表群を形成させないことが必要であ

る。  

ア  アナログ回線  

電気通信回線設備と端末設備を接続する分界点（主配線盤（
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以下「ＭＤＦ」という。）又は保安器）においてアナログ信号

を入出力するもので、主として音声の伝送交換を目的とする電

気通信役務の用に供する回線（以下「電話回線」という。）を

いう。 (第１４－１図 ) 

イ  デジタル回線  

サービス総合デジタル網（以下「ＩＳＤＮ」という。）にお

ける６４ｋｂｐｓのＢチャネル（情報チャネル）と１６ｋｂｐ

ｓのＤチャネル（信号チャネル）を組み合わせた基本インタフ

ェース（２Ｂ＋Ｄ）のデジタル回線（以下「ＩＳＤＮ６４回線

」という。）をいう。（なお、Ｄチャネルは他のインタフェー

スと共用しないものであること。）  

⑵  ＩＰ回線  

ＩＰ回線を利用する電話回線（以下「ＩＰ回線電話」という。

）は発信可能な電話番号に制限があることから、火災通報装置を

接続することができるＩＰ電話回線は１１９番への緊急通報用電

話番号に発信でき、かつ消防機関側の呼返し信号に確実に応答で

きるＩＰ電話回線に限り接続できるものとする。  

３  電気通信回線と火災通報装置の接続方法等  

火災通報装置と電気通信回線等の接続については、電気通信事業

法によるほか次によること。  

⑴  電話回線に接続可能な火災通報装置（以下「火災通報装置（ア

ナログ用）という。）と電話回線の接続は、次によること。  

ア  屋内配線と火災通報装置の接続  

(ｱ) 端末設備に構内交換機（ＰＢＸ）又はボタン電話（以下「

ＰＢＸ等」という。）がある場合は、火災通報装置（アナロ

グ用）を分界点とＰＢＸ等の間に接続し、ＰＢＸ等の内線に

は接続しないこと。 (第１４－１図参照 ) 

(ｲ) ＰＢＸ等がない場合は、火災通報装置（アナログ用）を屋

内配線に直接接続すること。 (第１４－２図 ) 

イ  火災通報装置（アナログ用）から分界点までの間の屋内配線

には、電話回線とデジタル加入者回線（以下「ＤＳＬ」という

。）を重畳・分離する装置（以下「スプリッタ」という。）以

外設置しないこと。 (第１４－３図 ) 
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ウ  スプリッタを設置する場合は、ＭＤＦ又は副配線盤（以下「

ＩＤＦ」という。）に設置するとともに、地震等による転倒を

防止する措置を講じること。（第１４－３図）  

エ  火災通報装置（アナログ用）が他の端末機器を接続すること

ができる機能を有する場合は、他の端末設備を接続して差し支

えないものとする。  

 

第１４－１図ａ（ＰＢＸ等（アナログ用のＰＢＸ）がある場合）  

デジタル アナログ

屋内配線電話回線

アナログ

分界点
電気通信回線設備 端末設備

保安器又は
ＭＤＦ

交換機等交換機等

ＰＢＸ等

火災通報装置
（アナログ用）

 

 

第１４－１図ｂ（ＰＢＸ等（デジタル用のＰＢＸ）がある場合）  

デジタル アナログ

屋内配線電話回線

分界点
電気通信回線設備 端末設備

保安器又は
ＭＤＦ

交換機等交換機等

ＰＢＸ等

火災通報装置
（アナログ用）

デジタル

 

 

第１４－２図（ＰＢＸ等がない場合）  

保安器又は
ＭＤＦ

屋内配線電話回線 火災通報装置
（アナログ用）

分界点
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第１４－３図  （スプリッタがある場合）  

スプリッタ

モデム保安器

火災通報装置
（アナログ用）

電話回線
（ＤＳＬ重畳）

ＭＤＦ又はＩＤＦ

屋内配線

分界点

 

      (注 ) 保安器はＭＤＦに設置される場合がある。  

 

⑵  ＩＳＤＮ基準通信機器の機能を有する火災通報装置（以下「火

災通報装置（ＩＳＤＮ用）」という。）とＩＳＤＮ６４回線の接

続等は、次によること。  

ア  ＩＳＤＮ６４回線には、火災通報装置（ＩＳＤＮ用）以外の

端末機器を接続しないこと。ただし、火災通報装置（ＩＳＤＮ

用）が他の端末機器を接続することができる機能を有する場合

は、火災通報装置（ＩＳＤＮ用）本体に６４ｋｂｐｓの端末機

器一台に限り接続することができる。（第１４－４図）  

イ  ＩＳＤＮ６４回線の終端（以下「Ｕ点」という。）に接続す

る網終端装置（以下「ＤＳＵ」という。）は、ＭＤＦ又はＩＤ

Ｆに設け、地震等による転倒を防止する措置を講じること。た

だし、火災通報装置（ＩＳＤＮ用）と一体となっているＤＳＵ

にあってはこの限りでない。（第１４－４図）  

ウ  常用電源が停電した場合、ＤＳＵは火災通報装置（ＩＳＤＮ

用）が予備電源等により作動している間有効に作動するもので

あること。  
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第１４－４図（火災通報装置（ＩＳＤＮ用）とＩＳＤＮ６４回線の接

続例）  

ＩＳＤＮ６４回線
ＤＳＵ

Ｔ点Ｕ点

保安器

火災通報装置
（ＩＳＤＮ用）

分界点
ＭＤＦ又はＩＤＦ

屋内配線

Ｓ点
（回線側）

Ｓ点
（端末側）

端子台

デジタル
端末機器

（Ｇ４ＦＡＸ等）
 

Ｕ点：伝送路インタフェース規定点（局内回線終端装置と配線設備
の最初の接続点）  

Ｔ点：回線接続装置（ＤＳＵ）と宅内設備の規定点（ＰＢＸやＬＡ
Ｎなどの宅内制御装置の接続点をいう。なお、宅内制御装置を
設置しない場合、Ｔ点はＳ点と同じインタフェース条件が適用
されているためＩＳＤＮ標準通信機器を直接接続することが可
能）  

Ｓ点：宅内制御装置とＩＳＤＮ基準通信機器との接続点（火災通報
装置（ＩＳＤＮ用）に端末機器を接続することができるＳ点が
ある場合は、６４ｋｂｐｓのデジタル端末機器を接続すること
ができる。）  

(注 ) 保安器はＭＤＦに設置される場合がある。  

 

⑶  火災通報装置（アナログ用）をＩＳＤＮ６４回線に設置する場

合は、政令３２条を適用して次により設置することとして差し支

えないものとする。なお、接続例は第１４－５図によること。  

ア  火災通報装置（アナログ用）を接続するターミナルアダプタ

ー（ＩＳＤＮ６４回線に対応する機能を持たない端末機器をＩ

ＳＤＮ６４回線に接続して使用するための信号変換装置で、Ｄ

ＳＵと組み合わせて使用するもの。以下「ＴＡ」という。）は

、次の機能を有すること。  

(ｱ) 火災通報装置（アナログ用）の音声信号を正確にＩＳＤＮ

６４回線に送出でき、かつ、消防機関からの呼返し等の音声

信号を適正に火災通報装置（アナログ用）に伝達できる機能

を有すること。  

(ｲ) 火災通報装置（アナログ用）が起動した場合、火災通報装

置以外に接続されている他の端末機器が使用中であっても、

火災通報装置が発する信号を優先してＩＳＤＮ６４回線に接
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続し、すみやかに消防機関に通報できるものであること。  

イ  火災通報装置（アナログ用）は、ＴＡの指定されたＲ点（ア

ナログ端子）に接続すること。  

ウ  ＴＡのシリアル端子及びＵＳＢ端子等のデジタル端子には、

機器を接続しないこと。また、Ｓ端子にはＤＳＵ以外接続しな

いこと。  

エ  火災通報装置（アナログ用）に接続するＴＡは、火災通報装

置（アナログ用）で接続適合機種とされたもの以外とは接続し

ないこと。  

オ  ＤＳＵ及びＴＡは常用電源が停電した場合、火災通報装置（

アナログ用）が予備電源等により作動している間有効に作動す

るものであること。  

カ  ＤＳＵ及びＴＡはＭＤＦ又はＩＤＦに設置するとともに、地

震等による転倒を防止する措置を講じること。  

キ  ＩＳＤＮ６４回線には、火災通報装置（アナログ用）を接続

するＴＡ以外のデジタル端末機器（デジタル電話機、Ｇ４ＦＡ

Ｘ、ＴＡ等）を接続しないこと。  

 

第１４－５図ａ（火災通報装置（アナログ用）をＩＳＤＮ６４回線に

接続する場合）  

 

ＩＳＤＮ６４回線 屋内配線
ＤＳＵ ＴＡ

Ｔ点 Ｓ点 Ｒ点Ｕ点

火災通報装置
（アナログ用）

電話機
（アナログ用）

ＭＤＦ又はＩＤＦ保安器
分界点

端子台 アナログ
端末機器

（Ｇ３ＦＡＸ等）
 

Ｕ点：伝送路インタフェース規定点（局内回線終端装置と配線設備
の最初の接続点）  

Ｔ点：回線接続装置（ＤＳＵ）と宅内設備の規定点（ＰＢＸやＬＡ
Ｎなどの宅内制御装置の接続点であるが、Ｔ点はＳ点と同じイ
ンタフェース条件が適用されているため宅内制御装置を設置し
ない場合、ＩＳＤＮ基準通信機器を直接接続することが可能）  

Ｓ点：宅内制御装置とＩＳＤＮ基準通信機器との接続点  
Ｒ点：既存のアナログ電話機やアナログ通信機器をＴＡを介して接

続するための接続点  
     (注 ) 保安器はＭＤＦに設置される場合がある。  
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Ｄ Ｓ Ｕ  

第１４－５図ｂ（ＴＡにＤＳＵが内蔵されている場合の各接続端子の接

続例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子：火災通報装置
（アナログ用）を接続すること。  

②アナログ端末機器用端子：アナログの端末機器（プッシュホン
、回転ダイアル式電話、Ｇ３ＦＡＸノーリンギング網制御装置
等）を接続することができる。  

③シリアル端子及びＵＳＢ端子：接続禁止（端末機器を接続しな
いこと。）  

④Ｓ端子（Ｓ /Ｔ端子と表示される場合がある。）：接続禁止（端
末機器を接続しないこと。）  

⑤Ｕ端子：ＩＳＤＮ６４回線を接続すること。   
(注 ) ＴＡはＤＳＵと同一場所に設置すること。  

 

第１４－５図ｃ（ＴＡにＤＳＵが内蔵されていない場合又はＴＡに組

込まれたＤＳＵを使用せず、別に設置したＤＳＵを

使用する場合の各接続端子の接続例）  

 

 

 

 

 

 

 

①優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子：火災通報装置
（アナログ用）を接続すること。  

②アナログ端末機器用端子：アナログの端末機器（プッシュホン
、回転ダイアル式電話、Ｇ３ＦＡＸノーリンギング網制御装置
等）を接続することができる。  

火災通報装置が

接続できるＴＡ 

（ＤＳＵ内蔵） 

 

Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ ６

４回線  

火 災 通 報 装 置 （ ア ナ ロ グ 用 ）  

ア ナ ロ グ の 端 末 機 器  

①  

②  

③  

④  接 続 禁 止  

火災通報

装置が接

続できる

ＴＡ 

Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ ６ ４

回線  

⑤  

火 災 通 報 装 置 （ ア ナ ロ グ 用 ）  

接 続 禁 止  

ア ナ ロ グ の 端 末 機 器  

①  

②  

③  

④  

接 続 禁 止  
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③シリアル端子及びＵＳＢ端子：接続禁止（端末機器を接続しな
いこと。）  

④Ｓ端子（Ｓ /Ｔ端子と表示される場合がある。）：ＤＳＵのＴ点
に接続すること。（入出力用として複数の接続端子がある場合
にあっても、ＤＳＵ以外の端末機器を接続しないこと。）  

(注 ) ＴＡはＤＳＵと同一場所に設置すること。  

 

⑷  火災通報装置（アナログ用）をＩＰ電話回線に設置する場合は

、次によること。  

ア  ＩＰ電話回線に設置する火災通報装置（アナログ用）は告示

１号第３・８⑶に定める、自動的に１０秒間電話回線の開放で

きるものに限り接続できるものとする。  

イ  回線終端装置等（モデム、ＶｏＩＰ網制御装置等で火災通報

装置（アナログ用）をＩＰ電話回線に接続する装置。以下同じ

。）には機能を停止することなく予備電源に切替わることがで

きる、次に定める無停電電源装置等（以下「ＵＰＳ」という。

）を設置すること。  

(ｱ) 電圧がＡＣ１００Ｖの正弦波が出力できるものとすること

。なお、疑似正弦波及び矩形波を出力するＵＰＳは設置しな

いこと。  

(ｲ) 回線終端装置等に７０分以上電源供給することができる蓄

電池容量のものとすること。  

(ｳ) 蓄電池に密閉型鉛蓄電池を使用したものとすること。  

ウ  ＵＰＳを一般電源のコンセントに接続する場合（共用部に設け

られるＵＰＳを除く。）は、次によること。  

(ｱ) ＵＰＳの電源コードは、壁体等に固定されたコンセントに

接続（タップ又は延長コード（以下「延長コード等」という

。）を介して接続しないこと。）すること。  

(ｲ) ＵＰＳを接続するコンセントは、１⑼により容易に緩まな

い措置をするほか、ＵＰＳの電源コードと抜け止め２極コン

セントの間に「３Ｐ→２Ｐ変換アダプター」を使用する場合

、ＵＰＳの電源コードと当該変換プラグを絶縁ビニルテープ

等で固定し、緩まない措置をすること。  

(ｳ) コンセントには、「火災通報装置用ＵＰＳ専用コンセント

」の表示を行うこと。  
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(ｴ) ＵＰＳの電源コードがコンセントから外れた場合は、警報

音が鳴動するか、表示灯により電源が供給されていない旨の

表示を行うこと。  

(ｵ) ＵＰＳを接続するコンセントは、分電盤との間にスイッチ

又は開閉器等の電源を遮断する機器を設けないこと。  

(ｶ) 回線終端装置等の電源コードは、ＵＰＳのコンセントに直

接接続（延長コード等介して接続しないこと。）すること。  

エ  回線終端装置等のＬＡＮポートは次によること。  

(ｱ) ＤＨＣＰサーバー機能を持った機器は、通信が正常にでき

なくなるため接続しないこと。  

(ｲ) ＨＵＢを接続する場合は、ＨＵＢ以降についてもＤＨＣＰ

サーバー機能を持った機器を接続しないこと。また、ＨＵＢ

に変えてルーターを接続する場合はブリッジモードで接続し

、ルーターのＤＨＣＰサーバー機能を停止すること。  

 オ  接続例は第１４－６図によること。  

 

第１４－６図 a  アクセス回線が有線の場合  

 

 

第１４－６図 b  アクセス回線が無線の場合  
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４  試験装置の接続  

⑴  火災通報装置（アナログ用）には、試験又は点検を行なう場合

に電話回線を捕捉しない状態で行うための装置（別添「火災通報

装置用試験装置の基準」に適合するもの。以下「試験装置」とい

う。）を、次により接続することができるようにすること。  

  ただし、火災通報装置の本体に「端末設備等規則第３条第２項

の規定に基づく分界点における接続の方式を定める件」（昭和６

０年郵政省告示第３９９号）に定める通信コネクタ（以下「６ピ

ンコネクタ」という。）のジャックユニットを有するものは、こ

の限りでない。  

ア  屋内配線を６ピンコネクタ以外の方式で接続する場合は、試

験装置を接続する装置に６ピンコネクタのジャックユニットを

設けるとともに、当該試験装置を接続した場合に火災通報装置

（アナログ用）の信号が外部に送出されないよう、切替スイッ

チを設ける等の措置を講じること。また、試験装置を接続する

装置は、点検等に支障がなく容易に手の触れない場所（ＭＤＦ

又はＩＤＦ等）に設置すること。（第１４－７図）  

 

第１４－７図（火災通報装置（アナログ用）と試験装置を接続する装

置の設置方法）  

試験装置

Ｐ Ｂ Ｘ
切替スイッチ

 

屋内配線

火災通報装置
（アナログ用）

６ピン
コネクタ

 

（注）６ピンコネクタの内「 」印は６ピンコネクタプラグを、「 」印は６ピンジャックを示す。

「 」印は６ピンコネクタ以外（ねじ止め等）の接続を示す。
 

 

イ  屋内配線を６ピンコネクタで接続する場合の接続部は、火災

通報装置の直近で、容易に接続・切り離しが可能な場所とする

こと。（第１４－８図）  
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第１４－８図（火災通報装置（アナログ用）と屋内配線を６ピンコネ

クタで接続する場合）  

試験装置

火災通報
試験装置
接続ケーブル

屋内配線 接続部

火災通報装置
（アナログ用）

６ピンコネクタ

Ｐ Ｂ Ｘ

 

（注）６ピンコネクタの内「 」印は６ピンコネクタプラグを、「 」印は６ピンジャックを示す。

「 」印は６ピンコネクタ以外（ねじ止め等）の接続を示す。
 

 

⑵  火災通報装置（デジタル用）には、⑴に準じて試験装置が接続

できるようにすること。ただし、⑴中「火災通報装置（アナログ

用）」は「火災通報装置（ＩＳＤＮ用）」、「６ピンコネクタ」

は「８ピンコネクタ（ＩＳＯ８８７７に規定されるもの）」と読

み替えるものとする。  

５  表示  

  スプリッタ、ＤＳＵ及びＴＡ並びにこれらの機器に接続されてい

る通信用の配線等には、見やすい位置に次の例による表示をするこ

と。（第１４－９図）  

⑴  スプリッタ、ＤＳＵ及びＴＡ  

 

 

 

 

 

注      意  

・本装置には火災の時、消防機関に通報する火

災通報装置が接続されています。  

・本装置の配線変更、取替等を行う場合は消防

署へ届出をしてください。  
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⑵  火災通報装置と分界点の間の屋内配線及び機器配線の接続部（

火災通報装置本体及び分界点の接続部を除く。）  

  ａ  回線側  

 
       火災通報用回線  
               （  重   要  ）  
 

  ｂ  火災通報装置側  

 

        火災通報装置  
            （  配線変更禁止  ）  
 

⑶  ３⑶ウで接続を禁止したＴＡの各端子  

 

        （  注  意  ）  
       端末機器接続禁止  

 

 

第１４－９図ａ  電話回線に火災通報装置（アナログ用）を接続する場

合  

又は

ｺﾝｾﾝﾄ
ﾌﾟﾚｰﾄ

② ②

火災通報装置
（アナログ用）

電話回線

保安器又は
ＭＤＦ

①①②①

ﾒﾀﾘｯｸ2W

ねじ止め

 

 ①  (2)ａの表示をすること。   ②  (2)ｂの表示をすること。  
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第１４－９図ｂ  電話回線に火災通報装置（アナログ用）とスプリッ

タを接続する場合  

ﾒﾀﾘｯｸ2W

ﾒﾀﾘｯｸ2W ﾒﾀﾘｯｸ2W

②

③

又は

ｺﾝｾﾝﾄ
ﾌﾟﾚｰﾄ

② ②

①

スプリッタ

モデム

火災通報装置
（アナログ用）

保安器

①①

電話回線
（ＤＳＬ重畳）

ＭＤＦ又はＩＤＦ

 

①  ⑴ａの表示をすること。  
 ②  ⑵ｂの表示をすること。  

③  ⑴の表示をすること。  
  (注 ) 保安器はＭＤＦに設置される場合がある。  

 

第１４－９図ｃ  ＩＳＤＮ６４回線に火災通報装置（アナログ用）を

接続する場合  

ＤＳＵ ＴＡ

ﾒﾀﾘｯｸ2W ﾒﾀﾘｯｸ2W

アナログ
端末機器

（Ｇ３ＦＡＸ等）

ＩＳＤＮ６４回線

②

③

②

③

又は

ｺﾝｾﾝﾄ
ﾌﾟﾚｰﾄ

② ②

①

ﾒﾀﾘｯｸ4W 火災通報装置
（アナログ用）保安器

① ①

①

ＭＤＦ又はＩＤＦ

ﾒﾀﾘｯｸ2W

 
①  ⑵ａの表示をすること。  

②  ⑵ｂの表示をすること。   

③  ⑴の表示をするとともに、３⑶ウで接続を禁止したＴＡの各端

子には⑶の表示をすること。  

 (注 ) 保安器はＭＤＦに設置される場合もある。  
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第１４－９図ｄ  ＩＳＤＮ６４回線に火災通報装置（ＩＳＤＮ用）を

接続する場合  

ＤＳＵ

① ②

③

デジタル
端末機器

（Ｇ４ＦＡＸ等）

ﾒﾀﾘｯｸ2WＩＳＤＮ６４回線 ﾒﾀﾘｯｸ4W

又は

ｺﾝｾﾝﾄ
ﾌﾟﾚｰﾄ

② ②

保安器

火災通報装置
（ＩＳＤＮ用）

① ①

ＭＤＦ又はＩＤＦ

 

①  ⑵ａの表示をすること。  

②  ⑵ｂの表示をすること。  

③  ⑴の表示をすること。  

(注１ ) デジタル端末機器（Ｇ４ＦＡＸ等）の接続（６４ｋｂｐｓ
の端末機器一台に限る。）は火災通報装置（ＩＳＤＮ用）
に他の端末機器を接続する機能がある場合に限る。  

(注２ ) 保安器はＭＤＦに設置される場合がある。  

 

６  自動火災報知設備との連動  

⑴  自動火災報知設備は、十分な非火災報対策が講じられているこ

と。  

⑵  起動方式については、感知器からの火災信号によるほか、自動

火災報知設備の受信機が火災表示を行う要件である中継器からの

火災表示信号又は発信機からの火災信号（以下「火災信号等」と

いう。）と連動起動するものであること。  

⑶  防火対象物全体の火災信号等により連動起動するものであるこ

と。ただし、特定共同住宅等又は共同住宅特例を適用している防

火対象物で、火災通報装置が設置されている部分と他の部分が明

確に区分されており、早期の通報体制に支障がないと認められる

場合は、当該火災通報装置が設置されている部分からの火災信号

等による連動起動とすることができる。  

⑷  連動停止スイッチを介して、次により接続させること。  

ア  連動停止スイッチは専用とし、自動火災報知設備の受信機、

火災通報装置本体又は別箱に設置すること。なお、別箱で設置
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する場合は、火災通報装置の連動停止スイッチである旨の表示

を行うこと。  

イ  連動停止スイッチを別箱で設置する場合の電源は、受信機か

ら供給されていること。ただし、火災通報装置本体に連動停止

スイッチの機能を有するものや、特定小規模用自動火災報知設

備のうち受信機を設けないもの等受信機から電源が供給できな

い場合にあっては、火災通報装置から供給することで差し支え

ないものであること。  

ウ  連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点

滅等すること。  

 

７  火災通報装置の代替  

  消防法施行令第２３条第３項に定める「消防機関へ常時通報する

ことができる電話」は、固定電話とする。ただし次のいずれかの条

件を満たす場合は携帯電話とすることができる。（消防予第  129 

号  令和 7年 3月  26 日付け  消防庁予防課長通知参照）  

なおこの場合、政令第３２条を適用することとする。  

⑴  建物の所在地が携帯電話事業者（ＭＮＯ）のサービスエリア範

囲内にあること。  

⑵  消防検査の際、建物の所在地から携帯電話による１１９番通報

が可能であること。  

 


